
 議案第４１号 

   財産の交換について 

 上記の議案を提出する。 

  令和３年１１月２９日 

 

                提出者 墨田区長  山  本    亨    

 

   財産の交換について 

下記のとおり財産を交換する。 

         記 

１ 交換に供する財産 

 ⑴ 土 地  所 在 東京都墨田区押上二丁目１０番１３ 外４筆（地番） 

        地 目 宅地 

        地 積 １，１５２．７０平方メートル（内訳は別紙のとおり） 

 ⑵ 建 物  所 在 東京都墨田区押上二丁目１０番１７号（住居表示） 

        構 造 鉄筋コンクリート造 地上５階 

        面 積 １，８７０．２６平方メートル 

 ⑶ 価 格  ６億１，４１０万円 

２ 交換により取得する財産 

 ⑴ 土 地  所 在 東京都墨田区東向島二丁目１２８番１ 外７筆（地番） 

        地 目 宅地及び公衆用道路 

        地 積 ３，９５５．４４平方メートル（内訳は別紙のとおり） 

 ⑵ 価 格  ４億３，５００万円 

３ 交換の相手方 東京都墨田区押上一丁目１番２号 

          東武鉄道株式会社 

          取締役社長 根津 嘉澄 

４ 交換差額の補足 相手方は、区に対し、１億７，９１０万円を支払うものとする。 

 



（提案理由） 

 区民住宅供給事業の終了に伴い廃止するシティハイム押上の土地等を交換する必要

がある。



別紙 

交換に供する土地 

 

交換により取得する土地 

 

 

 

所 在 地 番 地 目 地 積 

東京都墨田区押上二丁目 １０番１３ 宅地 ３１８．２４平方メートル 

東京都墨田区押上二丁目 １０番１４ 宅地 ７６．３９平方メートル 

東京都墨田区押上二丁目 １０番１５ 宅地 １９５．０４平方メートル 

東京都墨田区押上二丁目 １０番１６ 宅地 ３９５．７６平方メートル 

東京都墨田区押上二丁目 １０番１９ 宅地 １６７．２７平方メートル 

所 在 地 番 地 目 地 積 

東京都墨田区東向島二丁目 １２８番１ 宅地 ３，２６８．４７平方メートル 

東京都墨田区東向島二丁目 １２８番８ 宅地 ３３．０６平方メートル 

東京都墨田区東向島二丁目 １２８番１８ 公衆用道路 ９．２９平方メートル 

東京都墨田区東向島二丁目 １２８番１９ 公衆用道路 １２平方メートル 

東京都墨田区東向島二丁目 １２８番２３ 宅地 １１９．６２平方メートル 

東京都墨田区東向島二丁目 １４０番４ 公衆用道路 ４４０平方メートル 

東京都墨田区東向島二丁目 １４０番６ 公衆用道路 １２平方メートル 

東京都墨田区東向島二丁目 １４１番２ 公衆用道路 ６１平方メートル 


